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学校経営の目的は、教育の質を向上させ、児童が安全で充実した学校生活を送れるようにす

ることである。校長のリーダーシップのもと、教職員が協働しながら教育活動を推進し、保護

者とも連携を図っている。今後も学校教育目標の実現に向けて、PDCAサイクルを機能させな

がら、高い意識を持って教育活動を展開していくことが重要である。 

評価結果を踏まえると、どの項目も比較的「4」や「3」の評価が多く、概ね肯定的な結果と

なっている。しかし、「目標を持って楽しく学校生活を送っているか」という点おいては、課題

が見られる。多数派ではないものの、該当する児童の心理的な側面や実態を十分に理解し、寄

り添った教育を行っていく必要がある。児童が学校生活に意欲を持ち、自分なりの目標を設定

できるよう、学級経営や日々の指導の中で意識的に働きかけることが求められる。特に、自己

肯定感の向上や、成功体験を積み重ねることができるような支援を行うことが重要である。 

保護者への情報提供については、引き続き学校だよりの発行やHPの頻繁な更新、学年だよ

りの活用を通じて、学校の方針や児童の様子、行事のねらいや予定を詳しく伝えることで、情

報の透明性を確保していく。学校行事については、保護者参加型の取組を大切にしながら、秋

空コンサートの演目を直接聴いてもらう機会を設けるなど、行事の質を向上させていきたい。

これにより、保護者が子どもの学校生活に関心を持ちやすくなり、家庭での励ましや努力を認

める声かけにつなげることができる。 

また、教育環境についても継続的な整備が求められる。現在、校舎の修繕が必要な箇所が増

えており、その都度対応を進めているが、今後も早期発見・迅速対応を心がけることが重要で

ある。児童が安心して学校生活を送るためには、物理的な環境整備のみならず、心の安全にも

配慮しながら、安心できる学校づくりを推進していきたい。 

さらに、来校者への対応についても、職員間で確認を行い、適切な対応を徹底することが必

要である。不審者対策を含め、学校の安全管理体制を強化し、職員全員が共通理解を持って対

応できるよう共通理解を深めていく。 

現在現金で行っている学校徴収金の扱いについては、町と連携する中で、町内の学校管理職

および事務職が、組織的に処理の安全性や効率化について研究・検討を進めている。 

このように、学校評価の結果から見えてきた課題に対して、具体的な改善策を講じながら、

学校全体で教育の質向上に取り組んでいくことが求められる。児童が安心して学び、成長でき

る環境を整えるために、教職員、保護者、地域が一体となって支援を継続し、よりよい学校づ

くりを目指していきたい。 
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学習指導の目的は、児童が主体的に学び、学力を向上させることである。そのために、校内

研究と関連付けながら、各教職員が資質向上に努めるとともに、授業改善の実践に取り組んで

いる。今後も、より質の高い指導を提供するために、継続的な研究と実践を重ねていくことが

求められる。 

調査結果を踏まえると、児童の多様化に伴い、個別のきめ細かな対応に課題があることが分

かる。学力や学習習慣の差が大きくなり、一斉指導では十分な指導・支援が行き届かない状況

が生じている。また、家庭学習においても、児童の実態の多様化により、全員に同じ宿題を出

すことが効果的ではない側面も増えてきている。これらの課題を解決するためには、児童一人

一人に応じた学習支援の充実が不可欠である。すべての児童が同じペースで学ぶことを求める

のではなく、多様な児童に対する適切なサポートが求められる。 

この課題に対応するため、少人数指導も含めた学習形態の工夫、学習履歴・記録の活用、家

庭学習のサポートが挙げられる。児童ごとの学習進捗を把握し、適切な指導を行うために学習

履歴・記録を活用することが有効である。学習履歴を記録・分析することで、児童の理解度に

応じた指導が可能となり、個別最適な学習支援の充実につながる。 

また、「主体的・対話的で深い学び」の取組をさらに推進することが必要である。学習形態を

工夫し、児童同士が対話を通じて学びを深める機会を増やすことで、理解がより深まる。加え

て、ICTの活用も効果的である。デジタル教材を活用することで、個別学習を促進し、児童が

自分のペースで学べる環境を整えることができる。こうした多様な学習機会によって児童の学

習意欲を引き出し、学びをより充実させることが可能となる。 

さらに、家庭学習の充実を図るため、保護者に宿題の意図を伝えたり、学習の方法やさらに

学びたい児童へのガイドを提供したりするなど、家庭での学習環境を整えることも重要であ

る。学校と家庭が連携しながら児童の学習を支援することで、より効果的な学習習慣の定着が

期待できる。 

さらに、児童の学習意欲にも課題があることが浮かび上がっている。学習意欲を高めるため

には、「学習が楽しい」と感じられる授業づくりが不可欠である。児童が自ら学びたいという

意欲を持つために、学習の目的を明確にし、興味関心を引き出す工夫が必要である。体験的な

学習等で探究心を刺激し、学びに対する興味を引き出すことも重要である。 

このように、学習指導の改善に向けては、児童の学力向上と学習意欲の向上を両立させるこ

とが重要である。学校としては、授業の質を高めるとともに、児童一人一人に応じた指導を行

い、個別最適な学習支援を推進していく。今後も、家庭と連携する中で、児童が主体的に学び、

学ぶ喜びを実感できるような教育をめざしていきたい。 
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生徒指導は、児童の健全な成長を促し、学校生活を円滑に進めるために重要な役割を果たす。

本校の評価結果を見ると、「あいさつ」「情報モラル」「悩みごとの相談」に課題があることが分

かる。これらの課題に対し、学校・家庭・地域が連携しながら継続的に取り組んでいくことが

求められている。 

まず、あいさつと情報モラルの定着については、依然として課題が残っている。特に情報モ

ラルに関しては、近年の指導強化により一定の改善傾向が見られるものの、さらなる指導の充

実が必要である。 

あいさつについては、校内では比較的できているものの、校外では十分に実践できていない

場面も散見される。そのため、学校内外を問わず、児童が自然にあいさつできるよう、家庭や

地域と連携して、あいさつを呼びかけていくことが求められる。本校でも、全職員が共通理解

を持ち、「全校レベル」と「学年・学級レベル」の両面からあいさつ指導を強化しているところ

である。この際、ただ形式的にあいさつという行為を求めるだけでなく、あいさつをすること

の意義やそれによって得られるものについても、伝えていくことが重要である。学校内外で、

児童が積極的にあいさつできる環境を整えていきたい。 

児童の悩みごとや生徒指導上の問題については、近年、より多様化・複雑化。困難化してき

ている。特に、表面的には解決したように見えても、心理的な納得に至らず、児童が悩みを抱

え続けるケースもある。そのため、児童一人一人の気持ちに寄り添いながら、丁寧な対応を行っ

ていくことが求められる。悩みごとの相談に関して、本校では定期的に児童へのアンケートを

実施し、悩みごとを受け止めたり、いじめの兆候を把握したりするよう努めている。アンケー

トの結果をもとに、担任との個別面談を行い、児童が相談しやすい環境を整えることにも力を

入れている。さらに、いじめの予防には、学級の人間関係を良好に保つことが不可欠である。

道徳の時間や特別活動を活用し、相手の気持ちを考えることの大切さを伝えるとともに、グ

ループ活動などを通じて児童同士の関係を深める取組を強化していく。 

本校では、毎週の職員会議において「児童理解の時間」を設け、児童の様々な問題や対応策

について情報を共有し、対応の統一を図っている。加えて、必要に応じてケース会議を開き、

学級担任だけでなく、養護教諭や特別支援コーディネーター、スクールカウンセラーなどと連

携しながら、個別の児童に適した支援を行っている。今後も、関係機関との連携を一層強化し、

迅速かつ適切な対応を行うことが重要である。 

このように、生徒指導の課題に対しては、あいさつ指導の強化、情報モラル教育の充実、悩

みごと相談の体制整備など、様々な側面からのアプローチが求められる。今後も、学校・家庭・

地域が一体となり、児童が安心して学校生活を送ることができる環境づくりを進めていきた

い。 
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一年を通じて、多くの行事が実施され、それぞれの目標達成に向けた取り組みを通して、児

童は大きく成長した。今後も、行事や取り組みの意義を十分に踏まえた上で、時数の超過を防

ぎ、児童・教職員双方の負担が適切な範囲に収まるよう、実態を考慮しながら進めていくこと

が重要である。 

また、1人1台端末の学習への活用は着実に進展している。教職員も児童も端末の操作や設

定に慣れ、授業や作業の時間をより有効に活用できるようになった。ICT活用に苦手意識を持

つ教職員に対しても、支援を行いながら活用の定着を図る必要がある。一方で、アナログの良

さも考慮しつつ、学習効果を最大限に高める授業づくりに引き続き取り組んでいく。また、端

末の家庭への持ち帰りについては、児童に適切な使用方法を指導するとともに、家庭の理解を

得ながら、積極的に推進していく。 

教職員の働き方に関して大きな課題が見られる。時間外在校時間の数値を見ると、様々な取

組よって、横ばいからやや減少の傾向が見られる。しかし、年間を通した多忙感に加え、教職

員の欠員が増加し続ける現状がある（本校でも 4名が欠員）。その欠員分を現有職員で分担す

るため、一人一人の負担は依然として大きく、働き方改革の推進は喫緊の課題である。この問

題に対応するため、教職員個人でできること、学年組織としてできること、学校全体としてで

きることを明確にし、具体的な対策を講じる必要がある。加えて、町や県に対しても、現場の

厳しい実態を伝え、改善に向けた協力を求めていく。 

保護者には、1月に電話対応時間を 7:30から 18:00までとするよう協力をお願いした。本

校の勤務時間は、休憩時間を含めて8:15から16:45であるが、実際には勤務時間前に児童が

登校し、19時を過ぎても電話対応が求められる状況が続いている。児童が在校中に休憩時間

を取ることも難しい。これは本校だけの課題ではなく、全国的な問題でもある。これを受け、

本校では遅くとも19:30には退勤するよう取り組んでおり、業務が超過する場合には、業務の

効率化や分担を図ることで解決策を検討している。それでも、なかなか国の基準の時間外在校

等時間内にとすることは難しい。また、本校は勤務時間外の会議も多く、夜の会議時間を早め

る工夫も進めていきたい。 

教職員の負担が大きくなると、心理的な疲弊や体調不良による休職の増加を招くだけでな

く、教育の質の低下にもつながる。校内業務の削減・効率化・精選を進めるとともに、ICTの

積極的な活用にも取り組んでいる。今後も、さらに具体的なアイデアを生かしながら、働き方

改革を推進していきたい。 

心の教育の面においては、人に優しく親切に接する児童が多いという現状が見られる。児童

のさらなる成長を支え、より豊かな学校生活を実現するために、学校行事や特別活動、道徳教

育の充実にも引き続き努めていく必要がある。 
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本校の児童は、日々の学校生活や学習活動を通じて、さまざまな力を身に付けている。 

今回の結果によると、「自分によいところがある」と感じる児童の割合がやや低く、「失敗を

恐れず挑戦する力」「協調して物事を進める力」「最後までやり遂げる力」についても、さらに

育んでいく必要があることが分かった。一方で、「将来の夢や『こうなりたい』という願いを

持っているか」「人の役に立ちたいと思うか」といった項目については、一定の割合が得られ

ている。 

 これらの結果は、児童や保護者の自己評価の傾向や、謙虚な姿勢が反映されている可能性も

ある。特に、「自分によいところがある」と感じにくいのは、自己を厳しく見つめ、さらなる成

長を目指す姿勢の表れとも考えられる。決して児童が自信を持っていないわけではなく、日々

の努力の中で「もっと頑張りたい」と思っていることの表れかもしれない。 

 これからも、児童が自分のよさを見つけ、自信を持って挑戦できる環境を、家庭と学校が連

携して整えていくことが重要である。学校でも、成功体験を積み重ねる機会を増やし、自己肯

定感を高める指導を継続していきたい。 

 

自由記述欄から 

1. 教師への感謝と信頼 

多くの保護者から学校や担任への感謝をいただいた。特に、担任の先生のサポートが子どもの自

信につながったこと、学校全体の雰囲気が温かく、安心して通わせられることなどが評価されてい

る。管理職に対するものもあり、学校全体として保護者と良い関係を築いていることが分かる。 

 

2. 指導方法への意見 

一方で、特定の教職員の指導方法に対する不満も見られた。教職員によっては、児童にとって心

理的負担となるような指導方法を取っている場合があるとのことである。児童が学校に行くことを

不安に感じているという声を重く受け止め、該当の教職員に対して指導方法を見直すよう、指導を

行った。 

 

3. ICT活用の要望 

ICT 教育に関する意見も多く見られた。学校では積極的な活用を推進しているが、活用の方法や

頻度については課題もある。持ち帰りについては、高学年は現在実施しているが、中学年以下につ

いても拡げていきたい。今後のさらなる活用について、情報モラルや適切な利用についての指導と

ともに、保護者の声も反映させながら検討していく。 

 

4. 行事の時期について 

運動会の開催時期について、現在のスケジュールでは子どもに負担が大きいとの意見が多く、「10

月・11月開催が適切ではないか」という提案があった。学校としてもそのように考えており、令和

7年度は 10月 4日に実施をする。それ以降となると、様々な行事等との関連から難しい。 

また、来年度は 10月に秋空コンサートと学校開放日を行い、保護者に秋空コンサートの演目を生

で聞ける機会を提供したいと考えている。 
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5. 学校のデジタル化と業務負担の軽減 

校務のデジタル化は、働き方改革の観点からも有効だと考える。今年度、PTA については連絡や

アンケートなどについて進めることができた。現在はあんしんメールの活用が考えられるが、安易

にチラシ等を配信するような使い方をすると連絡頻度が過多となり、緊急連絡を見落とすようなこ

とにつながることを危惧している。配付文書専用のアプリの導入など、他校の取り組みを参考にし

ながら改善について検討、実施をしていきたい。 

 

「毎年アンケートを実施しているが、どのように活用されているのか知りたい」という意見も

あった。改善への期待が薄れてしまわないよう、アンケート結果や学校としても考察を公表するこ

とが重要である。よりよい教育環境を提供できるよう、改善に取り組んでいく。 

 

 

まとめ 

本校の学校評価を通じて、児童の学びや成長を支えるさまざまな課題と、それに対する改善

策が明らかになった。学校経営においては、児童が安全で充実した学校生活を送るため、教育

の質の向上を目指し、引き続き教職員・保護者・地域が一体となって取り組んでいくことが求

められる。また、児童の自己肯定感を高め、目標を持って意欲的に学べる環境を整えるための

支援が必要である。 

学習指導では、児童の多様な実態に対応し、個別最適な学習支援の充実が重要である。ICT

の活用や少人数指導の強化、家庭との連携を通じて、児童一人ひとりが主体的に学び、学力を

向上させることを目指す。学習意欲の向上には、体験的な学びや探究心を刺激する授業の工夫

が不可欠であり、今後も授業改善に努めていく。 

生徒指導においては、「あいさつ」「情報モラル」「悩みごとの相談」の課題に対し、学校・家

庭・地域が連携しながら継続的に取り組むことが必要である。特にいじめの未然防止や、児童

が安心して相談できる環境づくりに力を入れ、心理的なケアにも配慮した指導を進める。 

また、働き方改革の推進も喫緊の課題である。時間外在校時間の削減に向け、業務の効率化

や分担を進めるとともに、町や県とも連携しながら改善を求めていく。学校全体で働きやすい

環境を整え、教職員が教育活動に専念できる体制を築くことが、児童の学びの質向上につなが

ると考える。 

本校は、児童の健やかな成長を支えるため、学校・家庭・地域が一体となった教育を推進し

ていく。今後も、教育の質の向上とよりよい学校づくりに向けて努力を重ねていきたい。 

 


